
最高裁秘書第2384号

令和2年1 （)月7日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様
9

最高裁判所事務総長中村
』

司法行政文書開示通知書

4月3(）日付け（5月7日受付，第020104号）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

(1) 裁判官会議（第8回）議事録（片面で3枚）

（2） 裁判官会議（第9回）議事録（片面で3枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（署名， 印影，氏名等）が記載されており， これ

らの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当するこ

とから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



裁判官会議（第8回）議事録

令和2年3月11日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時BO分開議

出席者大谷長官，池上，小池，木澤，菅野， 山口，戸倉，林景一，宮崎，

三浦，草野，宇賀，林道晴，岡村各裁判官

大谷長官議長席に着く。

議事

人事について

堀田人事局長から，資料に基づき，人事関係事項について説明があり, i

官の退官については，報告がされ， 2の裁判官の転補等， 3の裁判官の新式

4の裁判官の昇給， 5の裁判官の海外出張， 6の法科大学院への裁判官の；

7の司法研修所教官等の充職等については，いずれも原案どおり決定した。

系事項について説明があり， 1

深山，

の裁判

官の転補等， 3の裁判官の新規任命，

6の法科大学院への裁判官の派遣及び

午前10時46分終了

議 長

秘書課長



裁判官会議資料
（ 3月"日開催）

裁判官会議付議人事関係事項(令和2． 3． 11提出）

1 裁判官の退官について

定年退官（令2, 4. 12) 大分簡裁判事

一志泰滋

2裁判官の転補等について

東京地判事・東京簡裁判事 東京高判事・東京簡裁判事

． 五十嵐章裕(51)

最高裁人事局参事官（東京高判事・

東京簡裁判事）

長田雅之（55）

東京地判事・東京簡裁判事

大阪高判事・大阪簡裁判事

最高裁人事局参事官（東京地判事・

東京簡裁判事）

高田公輝（55）

3裁判官の新規任命について

大分簡裁判事

岸和田羊一

4裁判官の昇給について

｢令和2年4月1日付け裁判官昇給候補者名簿」のとおり

5 裁判官の海外出張について

6 法科大学院への裁判官の派遣について

「法科大学院派遣裁判官名簿」のとおり
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裁判官会議（第9回）議事録

令和2年3月25日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者大谷長官，池上，小池，木澤，菅野， 山口j戸倉,林景－，宮崎，深山，
三浦，草野，宇賀，林道晴，岡村各裁判官

大谷長官議長席に着く。

議事

1 会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規貝|｣について

門田民事局長から，資料第1に基づき，標記の規則について説明があり，原案

どおり決定した。

2特許法による査証の手続等に関する規則について

門田行政局長から，資料第2に基づき，標記の規則について説明があり，原案

どおり決定した。

3人事について

（1） 堀田人事局長から，資料第3に基づき,人事関係事項について説明があり，

1の裁判官会議付議人事関係事項の取消しについては，原案どおり決定し， 2

の裁判官の退官については，原案どおり決定及び報告がされ， 3の裁判官の転

補等については，原案どおり決定し， 4の令和2年春の藍綬褒章受章者の内定

については，報告がされた。

（2） 堀田人事局長から，資料第4に基づき，和歌山地方，家庭裁判所長の補職等

について説明があり，次のとおり決定した。

大阪高等裁判所判事田中敦の定年退官に伴い，和歌山地方，家庭裁判所長清

水響を大阪高等裁判所判事（部の事務総括者） とし， その後任者を横浜地方裁

判所判事田村政喜とする。

午前11時O2分終了

議 長

秘書課長



裁判官会議資料茅3
（ 3月ユワ日開催）

裁判官会議付議人事関係事項(令和2． 3．25提出）

1 裁判官会議付議人事関係事項の取消しについて

2裁判官の退官について

依願免本官並びに兼官（令2. 3.31) 東京地判事・東京簡裁判事

小松香織（59）

仙台簡裁判事

近藤 護

定年退官（令2． 4．26）

裁判官の転補等について

大津地家長浜支判事.長浜簡裁判事

3

大津地家長浜支判事・長浜簡裁判事

（司掌者）

日浅さやか（60）

名古屋地判事・名古屋簡裁判事大津地家長浜支判事（支部長） ・長

浜簡裁判事（司掌者）

寺田幸平（62）

古川簡裁判事仙台簡裁判事

佐藤真人

花巻簡裁判事

佐藤 徹

大曲簡裁判事・角館簡裁判事

佐竹一夫

古川簡裁判事

花巻簡裁判事

1



秋田地家大曲支判事。大曲簡裁判事秋田地家大曲支判事・大曲簡裁判事
■ ●

･角館簡裁判事 (司掌者）

知也（61）住 田

4令和2年春の藍綬褒章受章者の内定について（報告）
卜 ℃

「令和2年春の藍綬褒章受章者名簿（内定） 」のとおり
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